
 

本籍とすることができるのは、現在存在する地番です。

アパート名は含みません。 

筆頭者・配偶者の署名が必要です。夫婦の一方が死亡または

行方不明の場合一方のみで構いません。 

住所や世帯主は「〃」とせず「同上」と記入する。 

記載例 

※押印は任意 

 


